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家畜の改良増殖を計画的に行うための措置並びにこれに関連して必要な種畜の確保及び家畜の登録に関する
制度、家畜人工授精及び家畜受精卵移植に関する規制等について定めて、家畜の改良増殖を促進し、もつて畜
産の振興を図り、あわせて農業経営の改善に資することを目的とする。

国
〔家畜改良増殖目標〕
おおむね５年ごとに、

１０年先について定める
（牛、豚、馬、めん羊、山

羊）

都道府県
〔家畜改良増殖計画〕

家畜改良増殖目標に即し、
各都道府県が策定

（独）家畜改良センター

家畜人工授精所
〔精液の採取、処理等の規制〕

家畜登録機関
〔家畜登録事業の規制〕

家畜の改良・増殖を通じ、
能力の高い家畜を作出し、

生産性の向上を図る

開設許可

免許

家畜登録規程の承認

家畜登録

供給

良質な畜産物の
安定的供給を享受

家畜人工授精師
〔家畜人工授精等の規制〕

種畜の飼養者
〔種付け等の規制〕

畜産業者 消費者

家畜登録

種畜証明書
交付

種畜検査 優良な家畜の貸付
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１．家畜改良増殖法の仕組み（イメージ）
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１ 目的と概要

交配に伴う疾病の蔓延を防止し、優良な種畜を利用することにより、
我が国の家畜改良増殖の効果的な実施を保証するものとして、家畜
改良増殖法に基づく以下の検査を実施し、種畜証明書が交付されて
いるものについて、種畜としての供用が可能（法第４条第１項）。

２ 種畜検査のスキーム

○ 定期種畜検査（家畜改良センター：平成１８年度）

○ 臨時種畜検査（都道府県知事：平成１８年度）

合計５，５３１頭
牛２，７７２頭（乳用牛８１６頭、肉用牛１，９５６頭）

馬 ９５３頭

豚１，８０６頭

合計５２０頭
牛２３０頭（乳用牛６６頭、肉用牛１６４頭）

馬 ７１頭

豚２１９頭

・衛生検査（法第４条第２項）

牛、馬及び家畜人工授精用の豚について、 伝染性疾患、遺伝性疾患、繁殖機能の
障害の有無を検査。

・等級判定（法第４条第３項）

畜産農家が優良な種畜を選択・利用できるようにするため、種畜の血統、能力及び体
型による等級判定を実施。

３ データ
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・種畜証明書交付事務委託・種畜検査申請

・衛生検査等の実施
・種畜証明書交付 ・種畜検査結果報告

・種畜検査申請

・衛生検査等の実施
・種畜証明書交付

○(独）家畜改良センターによる定期種畜検査 → 全国において供用可
能

○都道府県による臨時種畜検査 → 都道府県の区域内において供用可能

農

林

水

産

大

臣

センターの定期検査を
受け、農林水産大臣の
交付した種畜証明書の
有効期間は１年間

都道府県知事の臨時検査を
受け、都道府県知事の交付
した種畜証明書の有効期間
は１年経過日もしくは次の定
期検査日のいずれか早い時
まで

３ 制度概要

（１）種畜検査及び種畜証明

① 制度概要
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○伝染性疾患に関する細密検査

牛 馬 豚

ブルセラ病 ○ ○

結核病 ○

馬伝染性貧血 ○

牛カンピロバクター症 ○

トリコモナス病 ○

馬パラチフス ○

オーエスキー病 ○

審査の内容

血統 家畜改良増殖法第３２条の２第１項の規定
により登録規程の承認を受けて家畜登録事
業を行う機関が発行する血統証明書の有無

能力 泌乳能力検定あるいは産肉能力検定の検
定成績

体型 品種の要件及び体格基準

種
畜
証
明
書
交
付

○繁殖機能の障害に関する細密
検査（精液検査）

○特徴の確認

・伝染性疾患
・遺伝性疾患
・繁殖機能の障害

○疾患の有無の確認（臨床所見）

細密検査（都道府県に委託）

検査畜と種畜証明書・申請書との
照合を行い、検査畜が確かに種畜
証明書・申請書に該当する家畜で
あることを確認。

○飼養管理状況、健康状態、歩様、
生殖器等の確認

種畜検査の流れ

現畜検査

衛生検査

○種畜の等級判定
種畜の等級の判定基準（昭和５９年農林水産省

告示第１５４２号）に基づき、血統、能力及び体型
について審査を行い、特級、１級、２級、級外の判
定を行う。

現畜検査時に結果が出るように、
事前に都道府県の家畜保健衛
生所の職員が血液・精液採取等
を行い、検査を実施。

通常種畜検査は、家畜改良セン
ター職員、都道府県職員とで実
施。

等級判定
４



１ 目的と概要

家畜の改良増殖を計画的かつ効率的に推進する都道府県が家
畜改良増殖計画をたてるに当たってのよりどころになるものとして、
農林水産大臣は家畜の改良増殖に関する国の指針である家畜改
良増殖目標を策定。

２ 家畜の改良増殖に関する目標等のスキーム

○ 家畜改良増殖目標策定の経過

○ 都道府県が策定・公表している家畜改良増殖計画

第1次（昭和37年公表、昭和46年度目標）

第2次（昭和44年公表、昭和52年度目標）

第3次（昭和50年公表、昭和60年度目標）

第4次（昭和55年公表、平成2年度目標）

第5次（昭和63年公表、平成7年度目標）

第6次（平成8年公表、平成17年度目標）

第7次（平成12年公表、平成22年度目標）

第8次（平成17年公表、平成27年度目標）

44県が家畜改良増殖計画を策定。

家畜改良増殖計画を策定していない3県のうち

2県は国の目標を準用し、1県は前回計画（平成

12年策定）を準用

乳用牛、肉用牛を中心に自県内の家畜の飼養動向を勘
案した対象家畜について計画を策定。

乳用牛（44県）、肉用牛（44県）、馬（5県）、めん

羊（3県）、山羊（1県）、豚（31県）

・対象家畜

牛、馬、めん羊、山羊及び豚（なお、本制度とは別に鶏の改良増殖目標が定められ
ている。）

・内容

家畜の能力、体型、頭数等についての一定期間（おおむね5年ごとに10年先）にお

ける向上に関する目標を定めることとされている。

３ データ

国
(農林水産大臣)

都道府県
(知事)

家畜改良増殖目標
の策定・公表

家畜改良増殖計画
の策定・公表

優良な種畜の貸付け等家畜
改良増殖計画の実施に必要
な援助

農林水産大臣又は
都道府県知事は、家
畜改良増殖目標又
は家畜改良増殖計
画に即し、その達成
に資するよう以下の
措置を実施

① 家畜の血統、能
力及び体型による等
級に係る基準の策
定
② 家畜人工授精所
の種畜に係る規格
の策定
等

（２）家畜改良増殖目標

① 制度概要
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家畜改良増殖目標と家畜改良増殖計画の策定事項

家畜の能力、体型、
頭数等についての一
定期間における向上
に関する目標

一 家畜の改良増殖の目標
二 計画の期間
三 種付け又は家畜人工授精の用に供する家畜の雄で優良な血

統、能力及び体型を有するものの配置、利用及び更新に関する
事項

四 家畜体内受精卵移植の用に供する受精卵の採取の用に供す

る家畜の雌で優良な血統、能力及び体型を有するものの配置、
利用及び更新に関する事項

五 家畜体外受精卵移植の用に供する卵巣（以下「家畜卵巣」とい

う。）の採取の用に供する家畜の雌（そのとたいから家畜卵巣を
採取する家畜の雌を含む。）で優良な血統、能力及び体型を有
するものの利用に関する事項

六 第三号に規定する家畜の雄の生産施設、家畜人工授精施設、

家畜受精卵移植施設その他家畜改良増殖施設の整備拡充に関
する事項

七 家畜の能力検定の実施及び改善に関する事項
八 講習会、共進会等の開催その他家畜改良増殖技術の改良及

び普及に関する事項
九 その他家畜の改良増殖を図るために必要な事項

家畜改良増殖目標（国） 家畜改良増殖計画（都道府県）

各都道府県により改良増殖
の進捗状況、経営条件等が異
なることから、これを勘案して
策定。

６



（３）家畜人工授精移植制度

① 制度概要

７

○ 家畜人工授精は、優良な種畜の精液を効率的に利用することにより、家畜の改良増殖を推

進するものであり、家畜人工授精を適切に推進していくため、実施者や実施場所等について、
家畜改良増殖法により必要な規制が定められている。

○ 精液の採取、処理、注入実施者： 獣医師又は家畜人工授精師（法第11条）

○ 精液の採取、処理場所： 家畜人工授精所、家畜保健衛生所、その他家畜改良センター又は

都道府県が開設する施設 （法第12条）

○ 家畜人工授精師： 都道府県知事の免許制 （法第16条）

○ 家畜人工授精所： 都道府県知事の許可制 （法第24条）

③ 実施者や実施場所等に関する規制

獣医師又は
家畜人工授精師

獣医師又は
家畜人工授精師

精液採取・処理（検査、収容、封） 人工授精精液流通

＜実施者＞

家畜人工授精所
家畜保健衛生所等 農家等

＜実施場所＞

種

畜

② 家畜人工授精のスキーム



○ 家畜受精卵移植は、優良な雄と雌から、優良な遺伝形質を持った子畜を多数生産する技術

であり、家畜受精卵移植を適切に推進していくため、実施者や処理の場所等について、家畜

改良増殖法により必要な規制が定められている。

○受精卵採取及び生体からの卵巣採取実施者： 獣医師（法第11条の2第1・2項）

○と体からの卵巣採取・未受精卵採取及び受精卵の移植実施者： 獣医師又は家畜人工授精師
（法第11条の2第3～5項）

○体内受精卵及び卵巣の採取場所： 場所を制限しない

○処理場所： 家畜人工授精所、家畜保健衛生所、その他家畜改良センター又は都道府県が
開設する施設 （法第12条）

③ 実施者や実施場所等に関する規制

② 受精卵移植のスキーム

＜実施者＞

＜実施場所＞

獣医師 獣医師又は
家畜人工授精師

家畜人工授精所
家畜保健衛生所等

農家等

採取した獣医師
（指示下の他の
獣医師又は

家畜人工授精師）

農家等

受精卵採取 受精卵移植受精卵流通処理
（検査、収容、封）

＜体内受精卵移植＞

獣医師又は
家畜人工授精師

獣医師又は
家畜人工授精師

家畜人工授精所
家畜保健衛生所等

農家等

採取した獣医師
又は家畜人工授精師
（指示下の他の獣医師
又は家畜人工授精師）

と畜場、農家等

（と体から卵巣採取）

（生体から卵巣採取）

獣医師 採取した獣医師
（指示下の他の獣医師
又は家畜人工授精師）

卵巣採取 処理
（未受精卵の採取、

体外受精、検査、収容、封）

受精卵移植受精卵流通

＜実施者＞

＜実施場所＞

＜体外受精卵移植＞

（４）家畜受精卵移植制度

① 制度概要
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家畜繁殖技術の概要

人工授精技術 体外受精卵移植技術体内受精卵移植技術

人工授精

液体窒素中に凍結保存

種雄牛からの精液採取
繁殖雌牛への過排卵処理

人工授精

体内受精卵の回収

体内受精卵移植 体外受精卵移植

体外受精

卵巣からの体外未受精卵の吸引採取
及び体外成熟培養

と畜する雌牛から
卵巣採取

９



１ 目的と概要

２ 家畜登録のスキーム

・乳用牛 登録頭数（雌牛） 217,494頭

（登録頭数割合 約86%）注１

・肉用牛 黒毛和種子牛登記頭数 470,893頭

（子牛登記割合 約91%）注２

褐毛和種 7,685頭 日本短角種 1,595頭

アンガス種 83頭 ヘレフォード種 11頭

・豚 登録頭数 7,528頭
（登録頭数割合 約15%）注３

・馬 農用馬血統登録 2,398頭
サラブレッド種血統登録 7,878頭

・緬羊 登録頭数 357頭

・山羊 登録頭数 67頭

３ データ（平成１８年度）

・家畜登録機関は、登録規程を定め、農林水産大臣から承
認を受けなければならない。

・また、登録の変更についても農林水産大臣の承認が必要。

家畜の血統、能力又は体型について審査を行い、一定の
基準に適合するものを登録することは、不良形質の淘汰、優
良家畜の選抜等、家畜の改良増殖に果たす役割がきわめて
大きく、かつ公共性が強いことから、家畜登録事業について、
農林水産大臣がその登録規程の承認を行う等、家畜改良増
殖法で所要な規定を設けている。

家畜登録団体

登録規程の作成

・登録の種類及び方法

・審査の基準

・登録手数料

・家畜登録簿

等に関する事項

農林水産大臣

承 認

登録規程策定・変更

の承認申請
・家畜改良増殖目標
に即するかどうか

・家畜登録事業の公
正な運営を行うの
に適切なものかど
うかを判断

注１）雌牛頭数に占める登録頭数の割合（推計）
注2）子牛出生頭数に占める子牛登記頭数の割合（推計）

注3）純粋種豚頭数に占める種豚登録頭数の割合 （推計）

（５）家畜登録制度

① 制度概要
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